
調査 年 月 日

業務価格 円

消費税相当額 円 設計 年 月 日

検算

業　務　の　仕　様　・　概　要 委　　託　　の　　理　　由　・　備　考

仕様
別紙のとおり

 南伊勢町立学校に在籍する発達障害を含む障害のある子どもたちを適切
に支援することが求められる中、教師のマンパワーだけでは十分な支援が
困難なところ、特別支援教育支援業務を委託することにより、食事、排せ
つ、教室の移動補助等学校における日常生活動作の介助、及び学習活動
上のサポートを行う。

令和

履 行 期 間 令和8年4月1日から令和9年3月31日 長 巾 設計

係

種 別 業務委託

業 務 委 託 金 額 金 円也 ｛

令 和 8 年 度 第　　　号　　 業　務　委　託　仕　様　書　　

業 務 名 南伊勢町立学校特別支援教育支援業務委託

履 行 場 所 南伊勢町　　　地内
令和

技師



令和8年度

南伊勢町立学校特別支援教育支援業務委託

　1　小学校 1 式 - 内訳明細書①

　2　中学校 1 式 - 内訳明細書②

業務価格 千円止　

消費税相当額 10%

業務委託金額 0

設　計　用　紙 南　伊　勢　町　№1

名称 数量 単位 単価 金額 備考



内　　訳　　明　　細　　書

南伊勢町立学校特別支援教育支援業務委託

1　小学校

　　01.南島西小学校 6 198 1

 　 02.南勢小学校 6 198 4

小計 ・・・①

2　中学校

　　01.南勢中学校 6 198 2

　　02.南島中学校 6 198 1

小計 ・・・②

設　計　用　紙 南　伊　勢　町　№2

備考名称 単価 時間 日数 人数 金額



業
務
委
託
仕
様
書
 

 １
．
委
託
業
務
名
 

南
伊
勢
町
立
学
校
特
別
支
援
教
育
支
援
業
務
委
託
 

 

２
．
本
業
務
の
目
的
 

発
達
障
害
を
含
む
障
害
の
あ
る
子
ど
も
た
ち
を
適
切
に
支
援
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

る
中
、
教
師
の
マ
ン
パ
ワ
ー
だ
け
で
は
十
分
な
支
援
が
困
難
な
と
こ
ろ
、
特
別
支
援
教

育
支
援
員
（
以
下
「
支
援
員
」
と
い
う
。
）
を
配
置
す
る
こ
と
に
よ
り
、
食
事
、
排
せ

つ
、
教
室
の
移
動
補
助
等
学
校
に
お
け
る
日
常
生
活
動
作
の
介
助
及
び
学
習
活
動
上
の

サ
ポ
ー
ト
を
行
う
。
 

 

３
．
委
託
期
間
 

令
和

8
年

4
月

1
日
か
ら
令
和

9
年

3
月

3
1
日
ま
で
 

 ４
．
業
務
内
容
 

 
 
 
別
紙
参
照
 

 ５
．
対
象
学
校
及
び
人
数
 

学
校

名
 

所
在

地
 

人
数
 

南
島

西
小

学
校
 

南
伊

勢
町

村
山

10
3
6 

１
人
 

南
勢

小
学

校
 

南
伊

勢
町

五
ヶ

所
浦

37
5
5
-4 

4
人
 

南
勢

中
学

校
 

南
伊

勢
町

船
越

21
0
0 

2
人
 

南
島

中
学

校
 

南
伊

勢
町

東
宮

10
3
3 

1
人
 

 ６
．
業
務
時
間
及
び
業
務
日
数
等
 

（
1
）
業
務
時
間
 

7
時

3
0
分
か
ら

1
6
時

3
0
分
ま
で
の
間
の

6
時
間
/
日
 

 ※
 
各
校
に
よ
っ
て
、
登
下
校
時
間
等
形
態
が
異
な
る
た
め
、
業
務
履
行
前
に
要
協
議
 

     



（
2
）
業
務
日
数
：
年
間

1
9
8
日
（
予
定
）
 

月
 

日
数
 

月
 

日
数
 

4
月
 

1
8
日
 

1
0
月
 

2
1
日
 

5
月
 

1
8
日
 

1
1
月
 

1
9
日
 

6
月
 

2
2
日
 

1
2
月
 

1
8
日
 

7
月
 

1
3
日
 

1
月
 

1
5
日
 

8
月
 

0
日
 

2
月
 

1
8
日
 

9
月
 

1
9
日
 

3
月
 

1
7
日
 

 （
3
）
学
校
休
業
日
 

 
 
・
土

日
祝

日
 

 
 
・
学
年
始
休
業
日
 
4
月

1
日
か
ら

4
月

5
日
 

・
夏

季
休

業
日
 
7
月

2
1
日
か
ら

8
月

3
1
日
 

 
 
・
冬

季
休

業
日
 
1
2
月

2
5
日
か
ら

1
月

7
日
 

 
 
・
学
年
末
休
業
日
 
3
月

2
5
日
か
ら

3
月

3
1
日
 

 （
4
）
週
休
日
の
振
替
 

 
 
 
運
動
会
等
の
学
校
行
事
を
土
日
祝
祭
日
に
開
催
す
る
場
合
は
、
業
務
を
要
す
る
た

め
、
別
に
校
長
が
定
め
る
振
替
休
日
の
日
に
振
り
替
え
る
。
 

 ７
．
業
務
報
告
 

受
託
者
は
、
毎
月
の
実
績
を
翌
月

5
日
ま
で
に
、
南
伊
勢
町
教
育
委
員
会
事
務
局
へ

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 ８
．
支
払
い
 

 
 
 
受
託
者
は
、
毎
月
の
実
績
報
告
と
併
せ
て
、
請
求
書
を
翌
月

5
日
ま
で
に
南
伊
勢
町

教
育
委
員
会
事
務
局
へ
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
 
 
南
伊
勢
町
教
育
委
員
会
事
務
局
は
、
同
月

2
0
日
ま
で
に
支
払
う
も
の
と
す
る
。
 

 ９
．
守
秘
義
務
 

受
託
者
（
退
職
者
を
含
む
）
は
、
受
託
期
間
中
な
ら
び
に
受
託
期
間
終
了
後
を
問
わ

ず
、
本
業
務
に
お
い
て
知
り
得
た
情
報
を
、
本
業
務
の
目
的
以
外
に
使
用
し
て
は
な
ら

な
い
。
 

 

  



1
0
．
留
意
事
項
 

（
1
）

 
本
件
に
係
る
業
務
を
履
行
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
南
伊
勢
町
会
計
規
則
等
を
は
じ

め
と
す
る
関
係
法
令
、
規
則
等
を
遵
守
す
る
こ
と
。
 

（
2
）

 業
務
従
事
者
の
選
考
に
つ
い
て
は
、
特
に
有
す
べ
き
資
格
は
な
い
が
、
教
職
員
及

び
当
該
業
務
の
職
務
経
験
者
を
優
先
す
る
こ
と
。
 

（
3
）

 
受
託
者
は
、
業
務
従
事
者
に
対
し
て
、
当
該
業
務
に
関
連
す
る
研
修
を
年
に

1
回

以
上
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
4
）

 
業
務
の
性
質
上
、
児
童
生
徒
と
の
か
か
わ
り
に
著
し
く
問
題
が
生
じ
た
場
合
、
学

校
長
の
判
断
に
よ
り
、
当
該
業
務
従
事
者
の
処
遇
に
つ
い
て
、
受
託
者
と
協
議
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
 

（
5
）

 
本
業
務
の
実
施
に
あ
た
り
、
必
要
と
な
る
資
材
の
提
供
に
つ
い
て
は
、
本
町
と
協

議
を
行
う
。
 

 
(
6
)
 
支
援
員
は
、
教
員
免
許
を
保
有
し
て
い
た
と
し
て
も
、
授
業
を
行
う
こ
と
は
で
き
な

い
。
 

 1
1
．
疑
義
等
に
つ
い
て
 

そ
の
他
、
本
仕
様
書
に
定
め
の
な
い
事
項
お
よ
び
、
業
務
遂
行
上
疑
義
が
生
じ
た
場
合

は
、
そ
の
都
度
、
本
町
と
協
議
の
う
え
処
理
す
る
こ
と
。
ま
た
、
具
体
的
な
作
業
ス
ケ
ジ

ュ
ー
ル
等
に
つ
い
て
は
契
約
後
別
途
協
議
に
て
決
定
す
る
。
 

  
 



業
 
務
 
内
 
容
 

 参
考
文
献
：
「
特
別
支
援
教
育
支
援
員
」
を
活
用
す
る
た
め
に
 

 
 
 
 
 
 
 
文
部
科
学
省
初
等
中
等
教
育
局
特
別
支
援
教
育
課
（
平
成

1
9
年

6
月
）
 

 
 
 
 
 
 
 
（
一
部
引
用
）
 

 

特
別
支
援
教
育
支
援
員
は
、
小
・
中
学
校
に
お
い
て
校
長

、
教
頭
、
特
別
支
援
教
育
コ
ー
デ

ィ
ネ
ー
タ
ー
、
 
担
任
教
師
と
連
携
の
上
、
次
の
よ
う
な
役
割
が
あ
り
ま
す
。
 

 1
 
基
本
的
生
活
習
慣
確
立
の
た
め
の
日
常
生
活
上
の
介
助
 
 

 
・
自
分
で
食
べ
る
こ
と
か
難゙
し
い
児
童
生
徒
の
食
事
の
介
助
を
す
る
。
ま
た
、
必
要
に
応
じ
 

て
身
支
度
の
手
伝
い
、
食
べ
こ
ぼ
し
の
始
末
を
す
る
。
 
 

 
・
衣
服
の
着
脱
の
介
助
を
行
う
。
一
人
で
で
き
る
部
分
は
見
守
り
、
完
全
に
で
き
な
い
と
こ

ろ
も
で
き
る
だ
け
自
分
の
力
で
行
う
よ
う
励
ま
す
。
 
 
 

 
・
授
業
場
所
を
離
れ
ら
れ
な
い
教
員
の
代
わ
り
に
排
泄
の
介
助
を
行
う
。
排
泄
を
失
敗
し
た

場
合
、
児
童
生
徒
の
気
持
ち
を
考
慮
し
な
が
ら
後
始
末
を
す
る
。
 
等
 

 2
 
発
達
障
が
い
の
児
童
生
徒
に
対
す
る
学
習
支
援
 
 

・
教
室
を
飛
び
だ
し
て
行
く
児
童
生
徒
に
対
し
て
、
安
全
確
保
や
居
場
所
の
確
認
を
行
う
。
 

・
読
み
取
り
に
困
難
を
示
す
児
童
生
徒
に
対
し
て
黒
板
の
読
み
上
げ
を
行
う
。
 
 

 
・
書
く
こ
と
に
困
難
を
示
す
児
童
生
徒
に
対
し
て
代
筆
な
ど
を
行
う
。
 
 

 
・
聞
く
こ
と
に
困
難
を
示
す
児
童
生
徒
に
対
し
て
教
員
の
話
を
繰
り
返
し
て
聞
か
せ
る
。
 
 

 
・

学
用

品
な

ど
自

分
の

持
ち

物
の

把
握

か
困゙

難
な

児
童

生
徒

に
対

し
て

整
理

場
所

を
教

え

る
等
の
介
助
を
行
う
。
 
 
等
 

 

3
 
学
習
活
動
、
教
室
間
移
動
等
に
お
け
る
介
助
 
 

 
・
車
い
す
の
児
童
生
徒
が
学
習
の
場
所
を
移
動
す
る
際
に
、
必
要
に
応
じ
て
車
い
す
を
押
す
。 
 

・
車
い
す
の
乗
り
降
り
を
介
助
す
る
。
 
 

・
教
員
の
指
導
補
助
と
し
て
、
制
作
、
調
理
、
自
由
遊
び
な
ど
の
補
助
を
行
う
。
 

 4
 
児
童
生
徒
の
健
康
・
安
全
確
保
関
係
 
 

 
・
視
覚
障
害
の
あ
る
児
童
生
徒
の
場
合
、
体
育
の
授
業
や
図
工
、
家
庭
科
の
実
技
を
伴
う
場

面
(
特
に
カ
ッ
タ
ー
ナ
イ
フ
や
包
丁
、
火
な
ど
を
使
う
場
面
)
で
介
助
に
入
り
、
安
全
面
の

確
保
を
行
う
。
 

 
・
教
師
と
他
の
子
ど
も
が
活
動
し
て
い
る
間
、
て
ん
か
ん
の
発
作
か
頻゙
繁
に
起
こ
る
よ
う
な

児
童
生
徒
を
把
握
す
る
。
 



 
 
・
他
者
へ
の
攻
撃
や
自
傷
な
ど
の
危
険
な
行
動
の
防
止
等
の
安
全
に
配
慮
す
る
。
 

 5
 
運
動
会
(
体
育
祭
)
、
学
習
発
表
会
、
社
会
見
学
等
の
学
校
行
事
に
お
け
る
介
助
 
 

 
・
視
覚
障
害
の
あ
る
児
童
生
徒
に
対
し
、
運
動
会
で
長
距
離
走
の
と
き
、
一
本
の
ひ
も
を
お

互
い

に
持

っ
て

同
じ

ぺ
ー

ス
で

走
っ

て
進

行
方

向
を

示
し

た
り

、
学

習
発

表
会

で
は
舞

台
の
袖
に
待
機
し
、
舞
台
か
ら
落
ち
な
い
よ
う
に
見
守
る
。
 
 

 
・
社
会
見
学
等
の
時
、
慣
れ
て
い
な
い
場
所
で
の
移
動
や
乗
り
物
へ
の
乗
降
を
介
助
す
る
。
 

 6
 
周
囲
の
児
童
生
徒
の
障
害
理
解
促
進
 

 
・
支
援
を
必
要
と
す
る
児
童
生
徒
に
対
す
る
、
友
達
と
し
て
で
き
る
支
援
や
適
切
な
接
し
方

を
担
任
と
協
力
し
な
が
ら
周
囲
の
児
童
生
徒
に
伝
え
る
 
。
 

 
・

支
援

を
必

要
と

す
る

児
童

生
徒

に
適

切
な

接
し

方
を

し
て

い
る

児
童

生
徒

の
様

子
を

見

か
け
た
ら
、
そ
の
場
の
状
況
に
応
じ
て
賞
賛
す
る
。
 

 
・
支
援
を
必
要
と
す
る
児
童
生
徒
の
得
意
な
こ
と
や
苦
手
な
こ
と
、
理
解
し
に
く
い
行
動
を

取
っ
て
し
ま
う
理
由
な
ど
を
、
周
囲
の
児
童
生
徒
か
理゙
解
し
や
す
い
よ
う
に
伝
え
る
。
 
 

 7
 
そ
の
他
公
務
に
関
す
る
こ
と
 

 ○
留
意
点
 

・
個
人
情
報
の
取
り
扱
い
 

学
校
で
行
う
指
導
や
支
援
か
信゙
頼
さ
れ
、
効
果
を
上
げ
て
い
く
た
め
に
は
、
個
人
情
報

の
取
扱
い
は
極
め
て
重
要
で
す
。
 

 
 
 
 
特
別
支
援
教
育
支
援
員
は
、
児
童
生
徒
の
重
要
な
個
人
情
報
に
触
れ
る
可
能
性
が
高

い
こ
と
か
ら
、
児
童
生
徒
の
障
害
の
状
態
な
ど
、
知
り
得
た
情
報
な
ど
に
つ
い
て
は
、
学

校
以

外
の

場
所

で
話

題
に

し
た

り
、

保
護

者
が

い
な

い
と

き
に

勝
手

に
本

人
に

伝
え
た

り
す
る
よ
う
な
こ
と
は
、
厳
に
慎
ま
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
 

ま
た

、
こ

れ
は

特
別

支
援

教
育

支
援

員
と

し
て

業
務

に
携

わ
っ

て
い

る
期

間
の

み
な

ら
す
、゙
終
了
後
も
同
様
で
す
。
 


